
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項

1名のみを訪問した場合　　　650点/回

同時に2～9名を訪問した場合　　320点/回

同時に10名以上を訪問した場合　　290点/回

いずみ薬局 管理薬剤師：飯塚　凜

神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-9-7
TEL：042-705-4621 （緊急時転送）

FAX：042-705-4622

いずみ薬局の行っている訪問薬剤管理指導料について

※在宅で療養中の患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお
手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間の
ご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。（担当医師の了解と指示等が必要です）

点数は全て1点＝10円です。計算例）10点＝100円（3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担で
す）

※当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機 関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者（当該保険医療機 関と特別の関係にあ
る保険医療機関において算定するものを含む。 以下同じ。）の人数を「単一建物診療患者の人数」という。 ただし、当該建築物において当該保険医療機
関が在宅患者訪問薬 剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の 10％以 下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって、在宅患者 訪
問薬剤管理指導料を算定する者の数が２人以下の場合には、そ れぞれ単一建物診療患者が１人であるものとみなす。


